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事業主団体の長

　

殿

「Ｌ馴も，
　　

石川労働

最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者支援事業等の周知について

（協力依頼）

　

労働行政の円滑な推進につきましては、 日頃から格別の御理解と御協力を賜り、 厚く
御礼申し上げます。

　

「経済財政運営と改革の基本方針２０２１」（令和３年６月１８日閣議決定）において、「感
染症の影響を受けて厳しい業況の企業に配慮しつつ、 雇用維持との両立を図りながら賃
上げしやすい環境を整備するため、 生産性向上等に取り組む中小企業への支援強化、 下
請取引の適正化、 金融支援等に一層取り組みつつ、 最低賃金について、 （中略） より早
期に全国加重平均

　

ｌｏｏｏ

　

円とすることを目指し、 本年の引上げに取り組む。」 ことが示
され、 令和３年７月１６日中央最低賃金審議会答申において示された目安額２８円を踏ま
え、石川地方最低賃金審議会において、石川県内の最低賃金を目安額と同額の２８円引き
上げる答申が８月１１日に出され、１０月７日より、石川県最低賃金は、時間額８６１円に
なります。

　

政府においては、 このような状況を踏まえ、 中小企業・小規模事業者が継続的に賃上
げしやすい環境整備に向けてより一層の取組を行うこととし、 特に、 事業場内の最低賃
金を引き上げ、 生産性向上に取り組んだ場合に支給される業務改善助成金について、 特
例的な要件緩和・拡充を行ったところです。

　

また、 雇用調整助成金についても、 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によ

って特に厳しい業況にある中小企業等による雇用維持のための取組の継続を図っていた
だく観点から、 業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間あたり賃金
を一定以上引き上げる場合、 地域別最低賃金が引き上がる本年１０月から１２月までの３

ヶ月間、 休業規模要件を問わずに支給する特例を設けたところです（雇用保険被保険者、
被保険者以外ともに、 緊急雇用安定助成金で対応。）。

　

つきましては、 これらの支援策について、 傘下の団体等への周知、 広報誌への掲載、
開催行事での、 別紙のリーフレット配布などを通じて、 各種助成金の積極的な周知に格
別の御理解、 御協力を賜りますようお願い申し上げます。．
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「業謎逼欧墓劃助履き金」が使いやすくなります

　　

」
『業務改善助成金』 は、生産性を向上させ、 「事業場内で最も低い賃金（事業場内
最低賃金）」 の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。

事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、

　　　

むを行った場合に、 その費用の一部を助成します。
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（※１）１０人以上の上限額区分は、 以下のいずれかに該当する事業場が対象となります。

　

①賃金要件：事業場内最低賃金９００円未満の事業場

　

②生産量要件：売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近３ヶ月間の月平均値が前年又は前々年の同じ月に比べて、

　　　　　　　　

３０％以上減少している事業者
－ｉ（※２ に こでいう 「生産性」 とは、 企業の決算書類から算出した、 労働者１人当たりの付加価値を指 は す。
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助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その３年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率

　　　

が一定水準を超えている場合等に、 加算して支給されます。

　

○助成金受給の流れや申請先等については裏面をご覧ください。



その他の変更点
◆

　

ＰＣ、スマホ、タブレットの新規購入、貨物自動車なども生産性向上の効果が認められる場合は対象になります。

※特例のうち、②生産量要件に該当する場合であって、引上げ額３０円以上の場合に限ります。

◆

　

同一年度内に複数回 （２回まで） 申請することができます。

助成金支給までの流れ

交付申請書・事業実施計画などを、
最寄りの都道府県労働局に提出
※申請先は、各労働局雇用環境・均等部（室）

　

働き方改革推進支援資金

◆

　

日本政策金融公庫では、事業場内最低賃金の引上げに取り組む者に対して、設備資金や

　

運転資金の融資を行っています。

　

詳しくは、事業場がある都道府県の日本政策金融公庫の窓口にお問い合わせください。
【担当部署】各都道府県日本政策金融公庫
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◆

　

予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。

　

◆

　

事業完了の期限は令和４年３月３１日です。

　

◆ 「業務改善助成金コールセンター」を開設しましたので、お気軽にお問し、合わせください。
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業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上

　

げる場合、 令和３年１０月から１２月までの３ヶ月間の休業については、 休業規模要

　

件 （１／４０以上） を問わず支給します。

「

　

対象と怒る条件テー－ Ｌ－－Ｌ
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　

　

『 以下の①及び②の条件を満たす場合は、小規莫の

　　　　　　

、
以下の①及び②の条件を満たす場合は、 小規模の休業 （１／４０未満） も対象。例：１０人規模の中小企業が２０日の所定労働日数の月に、 ４人日分の休業を行った

　

場合も対象

　

４人日 （休業） ／２００人日 （１０人×２０日） ＝１／５０

　

＜

　

休業企業規模 （１／４０）

①

　

令和３年１０月から３ヶ月間の休業について、 業況特例又は地域特例の対象と

　

なる中小企業 （令和３年１月８日以降解雇等を行っていない場合に限る。） で

　

あること。

②

　

事業場内最低賃金（当該事業場における雇入れ３月を経過した労働者の事業場

　

内で最も低い時間あたりの賃金額。 地域別最低賃金との差が３０円未満である

　

場合に限る。） を、 令和３年７月１６日以降、 同年１２月までの間に、３０円以上

　

引き上げること。
※令和３年度地域別最低賃金の発効日以降に賃金を引き上げる場合は、発効後の地域別最低賃

　

金から３０円以上引き上げる必要があります。
※同一都道府県内に地域別最低賃金との差が３０円未満である事業場が複数ある事業主は、最も

　

低い事業場内最低賃金を３０円以上引き上げ、 他の事業場もこの水準以上に引き上げる必要

　

があります。
※就業規則その他これに準ずるものにより、当該引上げ後の賃金額を事業場で使用する労働者の下限の賃金額とすることを定める必要があります。
※当該引上げの実施日以降の休業について要件緩和が利用できます。二言語蹄総等＝：ｒ一 二－－ご『一Ｌｒ；一二ＬＬ－－…－－Ｌ…；ヱＥニー
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１１

○

　

雇用保険被保険者、 被保険者以外ともに、 緊急雇用安定助成金として申請を

　

行っていただきます。
○

　

緊急雇用安定助成金は、 休業に対する助成となります。 （教育訓練や出向は

　

対象になりません。）
○

　

助成率や上限額は業況特例や地域特例と同じになりますが、１０月以降の助成

　

率等については８月中にお知らせします。
］－．」蓋躍コ；旨記

　

９

　

、隆にホームページで公開する予定です。

　　　　　　

一

　

～ テー

， お問合せ先「 ご不明な点は、以下のコールセンターまでお問い合わせ下さい。
厚生労働省ＨＰ

」 ÷ １

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

回

　　　

回

　　　　　　　

‐

　　　　

雇用調整助成金、 産業雇用安定助成金コールセンター

　　　　　　　　　

０１２０‐６０‐３９９９

　

受付時間

　

９：００～２１：００

　

土日．祝日含む
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（要件緩和の対象となるケースのイメージ）

引上げ前の地域別最低賃金が８００円。 地域別最低賃金の引上げ額が２８円。
地域別最低賃金の引上げ日が１０月１日の場合。

房
に幅
ト
Ｌ

（ケース１）１０月１日より前に事業場内最低賃金額を引き上げる場合

　

　　　　

　

　　　　

　

　　　

　

　　　　

　

　　　　　　　

　　

　　

　

　　

　

　　　

　

　　　

　

　　　　　　　　　　
　
　　

　　

　
　
　

１

　

１１
Ｌ
－

　　　　　　

－

　　　

ー

１０月

　　　　

【地域別最低
Ｌ－－一二－－霞縄嗣頭副氏罰額面ｉ『－÷ｉ可３１円】

　　　

１０ハ

　　　　　　　　　　

ー

　　　　　　　　

－

　　

－－
【地域別最低賃金＝８２８円】

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー

１０月１日以降に事業場内最低賃金額を引き上げる場合

（１０月１日より前の離数場餅内ｉ扇邸賃斜；肋ぺ、引き上じ締麹の雌砂醐別旨訊邸賃金額を下回ってし、る場合）

当該期間内は
　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　
３０円刺繍の”場合に限る

１
－

【地域別最低賃金＝８００円】

（ケース２）

　

【地域別最低賃金＝８ｏｏ円】

　　　

１０月

　　　　

【地域別最低賃金＝８２８円】

　

，

　

１２

　

１
）

　　　　　　　　　

－

　　　　　　

＝－＝画面一啄覇開場厨最灘賃金額を罷王謬る廃合一－－

　　　

『， ：ケース３）１０月１日以降に事業場内最低賃金額を引き上げる場合

１

　　　　　　

（１０月１日より前の′唾こ業場内最駒質鍋 肋に、 引き上じ”麹の縄凹醐別扉Ｈ－（１０月１日より前の鴎瓢場静内最駒質鍋肋に、引き上じ”麹の湖凹醐別鱈訊壌賃金額以上の男場烏合）

地鵡り最低賃金額との差
カＮ３０円刺繍の刈湯合に限る

８５７円

８２８円
地函隔り最低
賃金＝８２犯円

当該期間内は
ｔ博親順Ｍ概件｛都効な乱

８８７円以上

８５８円以上８５７円

ｉ
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【地域別最低賃金‐８００円】

　

，０，
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